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１．江の川水系下流支川域河川整備計画（H13.6策定） 

(1)計画対象区間  
  江の川水系下流支川域河川整備計画における対象区間は、以下に示す法河川の全ての

(2)計画対象期間 
 
 江の川水系下流支川域河川整備計画における河川整備の対象期間は、概ね10年間とする。 

 区間とする。 

   
 昭和46年7月降雨相当の概ね50年に1回程度発生する降雨による洪水氾濫から、沿川の家 
屋および農地の浸水被害を防ぐため、江津市波積町本郷地先に波積ダムを建設し、河岸整 
備を実施する。

(3)洪水による災害の発生の防止又は軽減に関する目標 

備を実施する。

(4)河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標 

 都治川においては、概ね10年に1回程度発生する渇水時においても、流水の正常な機能の 
維持のために必要な流量を、流水の占用、流水の清潔の保持、動植物の生息地または生育 
地の状況 既得取水の安定化等を考慮したうえで 都治橋基準点でしろかき期 概ね0 32地の状況、既得取水の安定化等を考慮したうえで、都治橋基準点でしろかき期 概ね0.32 
m3/s、普通かんがい期 概ね0.30m3/s、非かんがい期概ね0.26m3/sとする。 
  

１ 



２．概略評価による治水対策案の抽出 
 

               治水安全度の向上・被害軽減効果：対策効果・範囲が明確で、目標安全度を確保でき、かつ定量評価が可能な案を選定 

               実現性：土地所有者の協力の見通し、技術上の観点などから実現することが可能な案を選定 
治
水
対
策
案

一次選定 

二次選定 

               環境や地域への影響を踏まえ評価軸により総合的に評価 

               二次選定された方策案に対して組み合わせを含め有力な案を選定 

案
の
選
定
フ
ロ
ー 

詳細検討 

詳細検討 

治水対策案に係る方策の適用と組み合わせ 

河川を中心とした対策 流域を中心とした対策 有
識
者
会
議

治水対策メニュー 

1.ダム 2.ダムの 
有効活用 3.遊水地 4.放水路 5.河道の

掘削 6.引堤 7.堤防の
かさあげ 

8.河道内
の樹木の

伐採 

9.決壊しな
い堤防 

10.決壊し
づらい堤防 

11.高規格
堤防 

ダムがな

本川ピーク 
流量の低 
下や流下

沿川に.遊
水機能を

技術手法
が確立さ

技術手法 
が確立さ 既存の霞

12.排水機
場 

13.雨水貯
留施設 

14.雨水浸
透施設 

15.遊水機
能を有する
土地の保

全 

16.部分的
に低い堤
防の存置 

19.二線堤 20.樹林帯 

21.宅地の
かさあげ、
ピロティー
建築等 

22.土地利
用規制 

23.水田等
の保全 

24.森林の
保全 

25.洪水の
予測、情報
の提供等 

26.水害保
険等 

17.霞堤の
存置 18.輪中堤 一

次
選
定 

議
で
の
方
策 

ダムがない
下や流下
能力向上 
に寄与しな 

い 

水機能を
有する土
地がない 

河道内の
樹木を伐
採しても目
標安全度
を確保でき

ない

が確立さ
れていな 

い 

が確立さ
れていな 

い 

調節効果
はごくわず

か 

調節効果
はごくわず

か 

存置して 
も所定の 
安全度は
確保でき 

ない 

氾濫を許
容、目標と
する安全
度を確保
できない 

調節効果
はごくわず

か 

森林の保
全のみで

は目標とす
る安全度を
確保できな

い

氾濫を許
容、目標と
する安全
度を確保
できない 

治水安全
度を向上さ
せる機能
はない 

「7.堤防の
かさあげ」
よりコスト
がかかる

ので検討し
ない

既存の霞
堤はない 

な

13.雨水貯
留施設 

14.雨水浸
透施設 18.輪中堤 19.二線堤 

21.宅地の
かさあげ、
ピロティー
建築等 

22.土地利
用規制 

23.水田等
の保全 

26.水害保
険等 

ない

二
次
選
定 

都
治
川

1.ダム 3.遊水地 4.放水路 5.河道の
掘削 6.引堤 7.堤防の

かさあげ 

二線堤（輪中堤）か宅地のかさあげにより家屋を浸水被害から防御する。 
水田等の耕作地は土地利用規制による制限を条例より定める。 

土地利用規制により災害危険区域に指定された耕作地については、保険
制度などを策定することにより被害補償を行う。 

目標とする治水安全度を確保できない。 
家屋等のある宅地は浸水しないが、水田等の耕作地は浸水する。 

生活基盤である耕地への氾濫を許容する案のため、地元の理解を得ること

雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田
等の保全を複合させる 

洪水調節効果はわずか 

の
対
策
案 

が困難。 

1.ダム 
波積ダムを建設する。 

3.遊水地 
都治川沿川において水田等
の平坦地を遊水地とし、洪水

4－①.放水路 
都治川の河川改修がないよ
うに日本海へトンネル放水
路を建設し 河道の流量を

5.河道の掘削 
流下能力が不足する箇所の
河道の河床を掘削する

6.引堤 
流下能力が不足する箇所の
河道を拡幅する

7.堤防のかさ上げ 
流下能力が不足する箇所の
河道の堤防をかさ上げする

詳
細
検
討

4－②.放水路 
トンネル放水路の延長が短く
なるように都治川から日本
海へトンネル放水路を建設

２ 

のピーク流量を低減する。 路を建設し、河道の流量を
低減させる。 

河道の河床を掘削する。 河道を拡幅する。 河道の堤防をかさ上げする。討 海へトンネル放水路を建設
し、河道の流量を低減させる。 

176.5億円で4-①の126.1億
円よりコストがかかる 



ケース 波積ダム案 
（報告書P4-53参照） 

対策案１ 対策案２ 対策案３ 対策案４ 対策案５ 

案
遊水地案 放水路案 河道改修（掘削）案 河道改修（引堤）案 河道改修（かさ上げ）案 

３．複数の治水対策案の立案 

案 
（報告書Ｐ4-56参照） （報告書Ｐ4-58参照） （報告書Ｐ4-60参照） （報告書Ｐ4-62参照） （報告書Ｐ4-64参照） 

コンセ
プト 

波積ダムの新設 都治川沿川に遊水地を新設＋都
治川の河道改修 

都治川から日本海へトンネル放水
路を新設 

都治川の河道改修 
 

都治川の河道改修 都治川の河道改修 

北
川
 

波積ダム 都治橋 
-85 基準点 

江 
 

◎ 
230    175    25 1１0 

← ← ← ←
110 

85 
放水路 

整

の 
 

川 

← ← ← ← 
[305]             <25> 

  [  ] 基本高水ピーク流量 
南
川
 <  > 最大放流量 

（単位：m3/s） 

河道改修 
掘削 引堤 引堤 かさ上げ 

整
備
内
容 

都治川：掘削 都治川：引堤 

都治川：引堤 

都治川：かさ上げ 

◆河川整備計画の安全度1/50を ◆河川整備計画の安全度1/50を ◆河川整備計画の安全度1/50を ◆河川整備計画の安全度1/50を ◆河川整備計画の安全度1/50を ◆河川整備計画の安全度1/50を

都治川：引堤 

整
備
メ
ニ
ュ
ー 

確保 
◆波積ダムを新しく建設 
◆河道改修は済み 
 

確保 
◆都治川沿川の水田に11箇所の
遊水地を建設 
◆都治川は流下能力が不足して
いるため河道改修（引堤＋かさ上
げ）を行う 

確保 
◆都治川から日本海へトンネル放
水路を新設 

確保 
◆現況の河道では流下能力が不
足しているため河道改修（掘削）を
行う 

確保 
◆現況の河道では流下能力が不
足しているため河道改修（引堤）を
行う 

確保 
◆現況の河道では流下能力が不
足しているため河道改修（かさ上
げ＋引堤）を行う 

波積ダム 88 1億円 遊水地 137 0億円 放水路 126 1億円 都治川河道改修 172 2億円 都治川河道改修 164 1億円 都治川河道改修 151 5億円波積ダム 88.1億円
 

遊水地 137.0億円
都治川河道改修 74.1億円 
 

放水路 126.1億円
 
 
 
 
 
 

都治川河道改修 172.2億円
 

都治川河道改修 164.1億円 都治川河道改修 151.5億円 

完
成
ま
で
に 

要
す
る
費 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

88.1億円 211.1億円 126.1億円 172.2億円 164.1億円 151.5億円 

３ 



４．概略評価による流水の正常な機能の維持対策案の抽出 

               実現性：土地所有者の協力の見通し、技術上の観点などから実現することが可能な案を選定 

流

一次選定 

               二次選定された方策案に対して組み合わせを含め有力な案を選定 

               正常流量（利水安全度）の確保：対策効果・範囲が明確で、正常流量を確保でき、かつ定量評価が可能な案を選定 

水
の
正
常
な
機
能
の
維
持 

対
策
案
の
選
定
フ
ロ
ー 

二次選定 

詳細検討 

流水の正常な機能の維持対策案に係る方策の適用と組み合わせ

               環境や地域への影響を踏まえ評価軸により総合的に評価 詳細検討 

河川を中心とした対策 需要面・供給面の総合的な対応が必要なもの 供給面での対応(河川区域内) 供給面での対応(河川区域外) 
有
識
者
会
議

流水の正常な機能の維持対策メニュー 

1.ダム 2.河口堰 3.湖沼開
発 

4.流域調
整河川 

5.河道外
貯留施設 

6.ダム再
開発（かさ
あげ・掘

削） 

7.他用途
ダム容量
の買い上

げ 

8.水系間
導水 

9.地下水
取水 10.ため池 11.海水淡

水化 
12.水源林

の保全 

13.ダム使
用権等の

振替 

14.既得水
利の合理
化・転用 

15.渇水調
整の強化 

16.節水対
策 

17.雨水・
中水利用 

正常流量
に対する
不足分の 北川、南川

河川に影

既得水利
は耕地面

議
で
の
方
策 

一
次
選
定 

補給は上
流からの

補給となる
ため、対応
できない 

流域内に
湖沼はな

い 

の支川は
あるが、流
況が同様

で調整でき
ない 

流域内に
既設のダ
ムはない 

流域内に
既設のダ
ムはない 

導水できる
水系がな

い 

河川に影
響しない箇
所での地
下水の有
無が不明 

流域は海
と接してい

ない 

流域内に
既設のダ
ムはない 

耕
積にもとづ
き、既に合
理的に利

用されてい
る 

工業用水
や上水道
に使用して

いない 

都
治

定量的評
価が困難 

目標とする
安全度が

確保できな
い。定量的
評価は困

難 

目標とする
安全度が

確保できな
い。定量的
評価は困

難 

治
川
の
対
策
案 

二
次
選
定 

1.ダム 
5.河道外
貯留施設 10.ため池 

都治川沿川は水田として利用されており、河道外貯留施設とた
め池はいずれも沿川の水田を貯留施設とするため同じ案となる

1.ダム 
波積ダムを建設する。 

5.河道外貯留施設（10.ため池） 
都治川沿川の水田等を河道外貯留
施設（ため池）とする。 

詳
細
検
討 

め池はいずれも沿川の水田を貯留施設とするため同じ案となる

４



案

現計画案 代替案 

波積ダ 案 河道外貯留施設案

５．複数の流水の正常な機能の維持対策案の立案 

案 波積ダム案
（報告書P4-88参照） 

河道外貯留施設案
（報告書Ｐ4-91参照） 

コンセプト 
波積ダムの新設 都治川沿川に河道外貯留施設を新設 

整
備備
内
容 

事業メ
ニュー 

◆河川整備計画の安全度1/10を確保 
◆波積ダムを新しく建設 

◆河川整備計画の安全度1/10を確保 
◆都治川沿川の水田に9箇所の河道外貯留施設建設 

波積ダム 51.7億円 河道外貯留施設 73.6億円 

 河道外貯留施設建設位置 

完
成
ま
で
に

要
す
る
費
用

 

に 用 

51.7億円 73.6億円 

５ 



６．島根県公共事業再評価委員会 

補助ダム建設事業に係る再評価実施箇所 

再評価実施主体（島根県）

都道府県名 水系等名 事業名 
再評価の

理由 
(※1) 

対応方針 対応方針の決定理由 備   考 

 
 検討委員会は、治水、利水
の両面でダム計画が地域の住

費用対効果分析 
 (評価基準年：平成22年) 

島根県 
江の川水系 
（都治川） 

波積ダム ⑤ 事業継続 

の両面でダム計画が地域の住
民の安全・安心を確保する実
現性を持ち、さらにそれが低コ
ストで実現することが期待でき
ることから、波積ダムの事業継
続を採択した。 
 

 残事業費評価 
  B/C=1.59 
 (感度分析：1.33～1.91) 
 
 全体事業費評価 
  B/C=1.11 

(感度分析：0 94～1 31)(感度分析：0.94～1.31)

※1 再評価の理由：以下の①～⑤のうち該当するものを全て選択して記入   ※1 再評価の理由：以下の①～⑤のうち該当するものを全て選択して記入。

① 事業採択後5年間が経過した時点で未着工の事業 

② 事業採択後10年間が経過した時点で継続中の事業 

③ 準備・計画段階で5年間が経過している事業 

④ 再評価実施後 年間が経過して る事業④ 再評価実施後5年間が経過している事業 

⑤ 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業 

６


